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(57)【要約】
【課題】台上に載置してレシピを保持するか、或いはレ
シピを上から吊り下げ固定するかをユーザ自身が任意選
択可能なレシピスタンドを提供する。
【解決手段】ベースプレート１１と、ベースプレート１
１の上端に対してヒンジ機構１３を介して下端が連結さ
れた支持プレート１２と、ベースプレート１１の上端か
ら前面側へ向けて間隔をおいて配設され、外力により下
側に向けて開閉自在とされた少なくとも１以上のクリッ
プ１６と、支持プレート１２の上部に穿設された貫通穴
１８とを備え、ベースプレート１１の背面側に向けてヒ
ンジ機構１３を介して支持プレート１２を回転させた場
合には、少なくとも支持プレート１２を台上に載置して
ベースプレート１１を台表面に対して斜めに立てた状態
で維持可能とするとともに、ベースプレート１１とクリ
ップ１６との間でレシピを保持可能としている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースプレートと、
　上記ベースプレートの上端に対してヒンジ機構を介して下端が連結された支持プレート
と、
　上記ベースプレートの上端から前面側へ向けて間隔をおいて配設され、外力により下側
に向けて開閉自在とされた少なくとも１以上のクリップとを備え、
　上記ベースプレートの背面側に向けて上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを回転
させた場合には、少なくとも上記支持プレートを台上に載置して上記ベースプレートを台
表面に対して斜めに立てた状態で維持可能とするとともに、上記ベースプレートと上記ク
リップとの間でレシピを保持可能とされ、
　上記ベースプレートに対して略平行となるように上記ヒンジ機構を介して上記支持プレ
ートを回転させた場合には、これを展開させたままの状態で固定するための固定手段を介
して固定可能とされるとともに、上記クリップによりレシピを吊り下げ狭持可能とされて
いること
　を特徴とするレシピスタンド。
【請求項２】
　上記固定手段は、上記支持プレートの上部に穿設された貫通穴であるか、又はベースプ
レート及び／又は支持プレートの背面に取り付けられた磁石であること
　を特徴とする請求項１記載のレシピスタンド。
【請求項３】
　上記クリップに対して上記外力を押圧するための押圧部は、上記ベースプレートの上端
よりも上側に突出されてなり、その押圧部の上端には弾性材が設けられ、
　上記ベースプレートの背面側に向けて上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを回転
させた場合には、少なくとも上記支持プレートの上端と上記押圧部の上端とを介して台上
に載置可能とされていること
　を特徴とする請求項１又は２記載のレシピスタンド。
【請求項４】
　上記支持プレートは、上記ベースプレートの前面側に向けて上記ヒンジ機構を介して回
転されることにより、当該ベースプレートの前面と接触させて折り畳み可能とされている
こと
　を特徴とする請求項１～３のうち何れか１項記載のレシピスタンド。
【請求項５】
　上記ベースプレート及び／又は上記支持プレートにおける前面は、筆記消去可能な筆記
面を設けてなるとともに磁性材料からなるホワイトボードで構成されていること
　を特徴とする請求項１～４のうち何れか１項記載のレシピスタンド。
【請求項６】
　上記クリップは、横方向に移動自在に配設されていること
　を特徴とする請求項１～５のうち何れか１項記載のレシピスタンド。
【請求項７】
　上記ベースプレートの背面側に向けて上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを回転
させた場合には、更に上記クリップによりレシピを保持可能とされていること
　を特徴とする請求項１～６のうち何れか１項記載のレシピスタンド。
【請求項８】
　上記クリップは、ベースプレート側へ突出させた案内部さらに形成されていること
　を特徴とする請求項１～７のうち何れか１項記載のレシピスタンド。
【請求項９】
　上記案内部は、上記クリップが閉じられた状態において上記ベースプレートとほぼ平行
となるような角度で形成されていること
　を特徴とする請求項８記載のレシピスタンド。
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【請求項１０】
　上記案内部は、鉄製で円弧状のすべり部材が更に設けられていること
　を特徴とする請求項９又は１０記載のレシピスタンド。
【請求項１１】
　ベースプレートと、
　上記ベースプレートの上端に対してヒンジ機構を介して下端が連結された支持プレート
と、
　上記ベースプレートの上端から前面側へ向けて間隔をおいて配設され、外力により下側
に向けて開閉自在とされた少なくとも１以上のクリップとを備え、
　上記ベースプレートの背面側に向けて上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを回転
させた場合には、少なくとも上記支持プレートを台上に載置して上記ベースプレートを台
表面に対して斜めに立てた状態で維持可能とするとともに、上記ベースプレートと上記ク
リップとの間で書籍を保持可能とされ、
　上記ベースプレートに対して略平行となるように上記ヒンジ機構を介して上記支持プレ
ートを回転させた場合には、これを展開させたままの状態で固定するための固定手段を介
して固定可能とされるとともに、上記クリップにより書籍を吊り下げ狭持可能とされてい
ること
　を特徴とする書籍スタンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キッチンにおいて調理を行う際に、レシピを斜めに立て掛けた状態で、並び
に吊り下げた状態で読み取ることが可能なレシピスタンド、書籍スタンドに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　多種多様な料理が研究されている近年において、特にレシピを見ながら調理を行うケー
スが増加している。一般にレシピは、本や書類等の紙媒体に記載されている。またレシピ
は、見開きのページで料理が一つの料理が完結できるように記載されていることが多いこ
とから、一般の書籍と比べて随時ページをめくる必要が無いという特性もある。このよう
なレシピを斜めに立て掛けた状態で保持することができるレシピスタンドや、マグネット
式で構成されるともにホワイトボードを兼ねたレシピボードが従来において提案されてい
る（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－０４１６５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、調理台やカウンター等のような調理スペースを構成する台上に載置する
ことを前提としたレシピスタンドでは、広い調理スペースをとることができるシステムキ
ッチンにおいては好適であるものの、狭い調理スペースしか取れないシステムキッチンや
、調理スペースに多くの容器や調理器具を載置したい場合等には、配置する上での制約が
高くなるという問題点があった。またこのような調理スペースに基づく制約とは無関係に
、ユーザによっては、レシピスタンドを台上に載置してレシピを保持するのではなく、レ
シピを上から吊り下げ固定可能な構成を望む場合もあった。
【０００４】
　そこで、本発明は、上述した課題に鑑みて案出されたものであり、その目的とするとこ
ろは、台上に載置してレシピを保持するか、或いはレシピを上から吊り下げ固定するかを
ユーザ自身が任意選択可能なレシピスタンド、書籍スタンドを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　上述した課題を解決するために、本願請求項１に係るレシピスタンドは、ベースプレー
トと、上記ベースプレートの上端に対してヒンジ機構を介して下端が連結された支持プレ
ートと、上記ベースプレートの上端から前面側へ向けて間隔をおいて配設され、外力によ
り下側に向けて開閉自在とされた少なくとも１以上のクリップとを備え、上記ベースプレ
ートの背面側に向けて上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを回転させた場合には、
少なくとも上記支持プレートを台上に載置して上記ベースプレートを台表面に対して斜め
に立てた状態で維持可能とするとともに、上記ベースプレートと上記クリップとの間でレ
シピを保持可能とされ、上記ベースプレートに対して略平行となるように上記ヒンジ機構
を介して上記支持プレートを回転させた場合には、これを展開させたままの状態で固定す
るための固定手段を介して固定可能とされるとともに、上記クリップによりレシピを吊り
下げ狭持可能とされていることを特徴とする。
【０００６】
　本願請求項２に係るレシピスタンドは、請求項１記載の発明において、上記固定手段は
、上記支持プレートの上部に穿設された貫通穴であるか、又はベースプレート及び／又は
支持プレートの背面に取り付けられた磁石であることを特徴とする。
【０００７】
　本願請求項３に係るレシピスタンドは、請求項１又は２記載の発明において、上記クリ
ップに対して上記外力を押圧するための押圧部は、上記ベースプレートの上端よりも上側
に突出されてなり、その押圧部の上端には弾性材が設けられ、上記ベースプレートの背面
側に向けて上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを回転させた場合には、少なくとも
上記支持プレートの上端と上記押圧部の上端とを介して台上に載置可能とされていること
を特徴とする。
【０００８】
　本願請求項４に係るレシピスタンドは、請求項１～３のうち何れか１項記載の発明にお
いて、上記支持プレートは、上記ベースプレートの前面側に向けて上記ヒンジ機構を介し
て回転されることにより、当該ベースプレートの前面と接触させて折り畳み可能とされて
いることを特徴とする。
【０００９】
　本願請求項５に係るレシピスタンドは、請求項１～４のうち何れか１項記載の発明にお
いて、上記ベースプレート及び／又は上記支持プレートにおける前面は、筆記消去可能な
筆記面を設けてなるとともに磁性材料からなるホワイトボードで構成されていることを特
徴とする。
【００１０】
　本願請求項６に係るレシピスタンドは、請求項１～５のうち何れか１項記載の発明にお
いて、上記クリップは、横方向に移動自在に配設されていることを特徴とする。
【００１１】
　本願請求項７に係るレシピスタンドは、請求項１～６のうち何れか１項記載の発明にお
いて、上記ベースプレートの背面側に向けて上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを
回転させた場合には、更に上記クリップによりレシピを保持可能とされていることを特徴
とする。
【００１２】
　本願請求項８に係るレシピスタンドは、請求項１～７のうち何れか１項記載の発明にお
いて、上記クリップは、ベースプレート側へ突出させた案内部さらに形成されていること
を特徴とする。
【００１３】
　本願請求項９に係るレシピスタンドは、請求項８記載の発明において、上記案内部は、
上記クリップが閉じられた状態において上記ベースプレートとほぼ平行となるような角度
で形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　本願請求項１０に係るレシピスタンドは、請求項８又は９記載の発明において、上記案
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内部は、鉄製で円弧状のすべり部材が更に設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　本願請求項１１に係る書籍スタンドは、ベースプレートと、上記ベースプレートの上端
に対してヒンジ機構を介して下端が連結された支持プレートと、上記ベースプレートの上
端から前面側へ向けて間隔をおいて配設され、外力により下側に向けて開閉自在とされた
少なくとも１以上のクリップとを備え、上記ベースプレートの背面側に向けて上記ヒンジ
機構を介して上記支持プレートを回転させた場合には、少なくとも上記支持プレートを台
上に載置して上記ベースプレートを台表面に対して斜めに立てた状態で維持可能とすると
ともに、上記ベースプレートと上記クリップとの間で書籍を保持可能とされ、上記ベース
プレートに対して略平行となるように上記ヒンジ機構を介して上記支持プレートを回転さ
せた場合には、これを展開させたままの状態で固定するための固定手段を介して固定可能
とされるとともに、上記クリップにより書籍を吊り下げ狭持可能とされていることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　上述した構成からなる本発明に係るレシピスタンドでは、台上に載置してレシピを保持
するか、或いはレシピを上から吊り下げ固定するかをユーザ自身が任意に選択することが
可能となる。しかも、ヒンジ機構を介してベースプレートに対して支持プレートを折り曲
げるのみの極めて簡単な操作でそれを実現することができる。その結果、広い調理スペー
スをとることができるシステムキッチンにおいては、ベースプレートの背面側に向けてヒ
ンジ機構を介して支持プレートを回転させることにより、これを台上に載置することが可
能となる。また、狭い調理スペースしか取れないシステムキッチンや、調理スペースに多
くの容器や調理器具を載置したい場合等には、ベースプレートに対して略平行となるよう
にヒンジ機構を介して支持プレートを回転させ、貫通穴を介して係合させることにより吊
り下げ狭持することが可能となる。また、いずれの場合においてもレシピの料理中におけ
る視認性を向上させることができ、しかもレシピをずらすことなく安定した状態で保持す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態として、レシピを斜めに立て掛けた状態で、
並びに吊り下げた状態で読み取ることが可能なレシピスタンドについて、図面を参照しな
がら詳細に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明を適用したレシピスタンド１の斜視図を、また図２(a)はその正面図を
、また図２(b)はその側面図を、図２(c)はその平面図を示している。
【００１９】
　レシピスタンド１は、ベースプレート１１と、ベースプレート１１の上端１１ａに取り
付けられたヒンジ機構１３と、この下端がヒンジ機構１３に取り付けられてなる連結棒１
４と、この連結棒１４に下端１２ｂが取り付けられた支持プレート１２と、支持プレート
１２の上部に穿設された貫通穴１８と、ベースプレート１１の上端１１ａにおける横方向
Ａの両端に設けられた枠体１９と、この枠体１９からＡ方向中心に向けて延長されている
レール１５と、このレール１５に嵌合されるクリップ１６とを備えている。なお、このレ
シピスタンド１は、図２(a)紙面上側を上方、紙面下側を下方とし、紙面前方向を前面側
、紙面奥行き方向を背面側としている。他の図についても、これと整合するように記載し
ている。
【００２０】
　ベースプレート１１は、金属製又は樹脂性の板材で構成されている。このベースプレー
ト１１における前面は、例えばペン等で筆記消去可能な白色の筆記面２１が設けられてい
る。また筆記面２１は、更に磁性材料で構成されていてもよい。これにより、この筆記面
２１は、いわゆるホワイトボードとしての機能を発揮することが可能となり、ユーザは、
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この筆記面２１に対して文字等を筆記することができ、また消去することが可能となる。
更にマグネット等をこの筆記面２１に着脱自在にとされているため、紙媒体に印刷された
レシピをマグネットを介して筆記面２１に貼り付けることができ、またこれを簡単に取り
外すことも可能となる。ちなみに、このベースプレート１１の形状は、半円形で構成され
ている場合を例にとり説明をしているが、これに限定されるものではなく、いかなる形状
で構成されていてもよい。
【００２１】
　支持プレート１２は、金属製又は樹脂性の板材で構成されている。この支持プレート１
２における前面も、例えばペン等で筆記消去可能な白色の筆記面２２が設けられている。
この筆記面２２を構成は、上述した筆記面２１と同一であるため、これを引用することに
より以下での説明を省略する。この支持プレート１２の形状も、半円形で構成され、ベー
スプレート１１と合わせて輪郭が一つの円を形成しているが、これに限定されるものでは
なく、いかなる形状で構成されていてもよい。
【００２２】
　枠体１９は、ベースプレート１１の上端１１ａから前面側へ向けて突出されてなり、こ
のベースプレート１１と一体化されて構成される。この枠体１９における前面側へ向けた
突出量は、後述するように所定の長さに亘り予め調整されることになる。
【００２３】
　一端側が枠体１９に連結されたレール１５は、Ａ方向中心に向けて延長された他端側が
図２(c)に示すように背面側に折り曲げられてなり、その終端はベースプレート１１に連
結されている。レール１５は、断面形状が図３に示すようにクリップ１６とより強固に嵌
合させる観点から断面Ｈ形状に構成しているが、これに限定されるものではない。また、
レール１５の前後方向の位置は、ベースプレート１１から前面側へ向けて間隔をおいた位
置とされている。
【００２４】
　クリップ１６は、レール１５に嵌合される嵌合部材２４と、図３中Ｂ方向から外力を押
圧するための押圧部２６とを有する。嵌合部材２４は、レール１５の断面形状に応じた貫
通穴２４ａが形成されてなり、当該貫通穴２４ａにレール１５を挿通可能とされている。
ユーザは、このクリップ１６をＡ方向に向けて自在に動かすことにより、これを好みの位
置に調整することが可能となる。また、このクリップ１６は、Ｂ方向から押圧部２６を介
した外力の押圧を通じてその先端１６ａが開閉自在に構成されることになるが、当該先端
１６ａは下側に向いていることから、クリップ１６は下側に向けて開閉自在とされている
ことになる。また、このクリップ１６の前後方向の位置は、ベースプレート１１から前面
側へ向けて間隔をおいた位置とされている。クリップ１６は、レール１５に嵌合されるこ
とにより構成されるところ、当該レール１５が、ベースプレート１１から前面側へ向けて
間隔をおいて位置しているためである。なお、このクリップ１６は、レール１５に嵌合さ
せることにより取り付けられている場合に限定されるものではなく、他の手段によりベー
スプレート１１の上端から前面側へ向けて間隔をおいて配設されていてもよい。また押圧
部２６における上端には、ゴム等の弾性材が設けられていてもよい。
【００２５】
　ヒンジ機構１３は、回動軸Ｏを中心軸として回転自在に構成され、ベースプレート１１
と支持プレート１２との相対角度を任意に調整自在にとなるように支持する。このヒンジ
機構１３を介してベースプレート１１の背面側に向けて支持プレート１２を回転させた場
合には、ベースプレート１１と支持プレート１２とが少なくとも鋭角となる所定の相対角
度においてストッパーが掛かるように構成されている。これに対して、ヒンジ機構１３を
介してベースプレート１１の前面側に向けて支持プレート１２を回転させた場合には、当
該方向への回転については特段ストッパーは設けられていないため、ベースプレート１１
と支持プレート１２とが互いに接触するまで回転自在となるように構成されている。
【００２６】
　連結棒１４は、金属製で構成され、クリップ１６と支持プレート１２とが互いに接触し



(7) JP 2010-51491 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

ないようにその長さが予め調整されている。
【００２７】
　また貫通穴１８は、キッチンに設けられたフックを挿通可能な程度の径で構成される。
【００２８】
　次に、本発明を適用したレシピスタンド１について、カウンターや調理台等の調理スペ
ースの台上に載置することにより使用する場合について説明をする。
【００２９】
　ベースプレート１１の背面側に向けてヒンジ機構１３を介して支持プレート１２を回転
させる。その結果、図４、５に示すように、少なくとも支持プレート１２を台上に載置す
ることが可能となる。ちなみに、図４は、台上に載置したレシピスタンド１にレシピ３１
を保持した状態を示す斜視図であり、図５(a)は、その側面図を、更に図５(b)は、台上に
載置したレシピスタンド１を背面から視認した状態を示している。
【００３０】
　ベースプレート１１の背面側に向けてヒンジ機構１３を介して支持プレート１２を回転
させると、図５(a)に示すように、ベースプレート１１と支持プレート１２とが互いに鋭
角の関係になった場合において図示しないストッパーが機能する。かかる状態で台３２上
に載置すると、支持プレート１２の上端１２ａと、クリップ１６における押圧部２６上端
を台３２に接触することになる。このため、これら支持プレート１２の上端１２ａと、ク
リップ１６における押圧部２６上端を介して台３２上に載置することが可能となる。特に
クリップ１６における上端を弾性材で構成した場合には、これが滑り止めの機能を発揮す
ることになる。
【００３１】
　かかる状態の下で台上に載置したレシピスタンド１では、支持プレート１２の上端１２
ａと、クリップ１６における押圧部２６上端を介して台３２上に載置する構成としており
、しかもこのクリップ１６の上端は、ベースプレート１１の上端１１ａよりも上側に突出
されていることから、支持プレート１２を台３２表面に対して斜めに静止させることが可
能となる。ベースプレート１１は、支持プレート１２に対して互いに鋭角の関係になって
いることから、ベースプレート１１自身は、この台３２表面から傾斜させて配置すること
が可能となる。
【００３２】
　台３２上に載置したレシピスタンド１にレシピ３１を保持する場合には、図５(b)に示
すように、ベースプレート１１と、クリップ１６との間に形成された保持部３５を利用す
る。即ち、この断面凹状に形成されてなる保持部３５にレシピ３１を挿入することにより
これをベースプレート１１とクリップ１６とにより遊嵌させることができ、これを保持す
ることが可能となる。またベースプレート１１自身は、この台３２表面から傾斜させて配
置していることから、レシピ３１も傾斜させた状態で保持することが可能となる。その結
果、キッチンで調理を行うユーザは、斜め上に向いているレシピ３１を視認することがで
きる。
【００３３】
　また、本発明では、クリップ１６として、例えば図６(a)に示すようにベースプレート
１１側へ突出させた案内部５１が形成されていてもよい。図６(b),(c)は、この案内部５
１の詳細な構成を説明するためにクリップ１６を拡大表示させた図である。この案内部５
１は、クリップ１６が閉じられた状態において上記ベースプレート１１とほぼ平行となる
ような角度で形成されていることが望ましい。これにより、図６(a)に示すように、挿入
したレシピ３１のページがめくれないように強固に固定することが可能となる。また、レ
シピ３１を挿入する際の摩擦力を低減させる観点から、鉄製で円弧状のすべり部材５１ａ
を設けるようにしてもよい。
【００３４】
　また、レシピ３１が分厚くて保持部３５に挿入できないとき等には、例えば図７に示す
ようにクリップ１６によりレシピ３１を固定するようにしてもよい。
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【００３５】
　次に、本発明を適用したレシピスタンド１について、上から吊り下げ固定する場合につ
いて説明をする。
【００３６】
　図８、９に示すように、ベースプレート１１に対して略平行となるようにヒンジ機構１
３を介して支持プレート１２を回転させる。その結果、ベースプレート１１と支持プレー
ト１２との間で略同一平面が形成されることになる。かかる状態においては、クリップ１
６は下側に向けて開閉自在となる。
【００３７】
　次に、支持プレート１２に穿設された貫通穴１８を、フック３７に係合させることによ
りこれを吊り下げる。そして、このクリップ１６にレシピ３１を吊り下げ狭持する。この
とき、レシピ３１の大きさに応じてクリップ１６の位置をＡ方向に移動させて調整するこ
とにより、バランスをとることが可能となる。特にこのレシピスタンド１を上から吊り下
げ固定する場合には、これを台上に載置する場合と比較して調理スペースが割かれること
も無くなり、よりスペースを有効的に活用することが可能となる。
【００３８】
　また、このレシピスタンド１を上から吊り下げ固定する場合には、クリップ１６により
レシピ３１を吊り下げ狭持する以外に、図示しないマグネットを介して紙媒体からなるレ
シピをベースプレート１１及び／又は支持プレート１２に貼着させることが可能となる。
また、レシピスタンド１においてレシピを吊り下げ固定しない場合には、この空いている
ベースプレート１１及び／又は支持プレート１２に対してペン等でメモを筆記することが
可能となり、また随時これを消去することも可能となる。
【００３９】
　このように、本発明を適用したレシピスタンド１では、台上に載置してレシピ３１を保
持するか、或いはレシピ３１を上から吊り下げ固定するかをユーザ自身が任意に選択する
ことが可能となる。しかも、ヒンジ機構１３を介してベースプレート１１に対して支持プ
レート１２を折り曲げるのみの極めて簡単な操作でそれを実現することができる。その結
果、広い調理スペースをとることができるシステムキッチンにおいては、ベースプレート
１１の背面側に向けてヒンジ機構１３を介して支持プレート１２を回転させることにより
、これを台上に載置することが可能となる。また、狭い調理スペースしか取れないシステ
ムキッチンや、調理スペースに多くの容器や調理器具を載置したい場合等には、ベースプ
レート１１に対して略平行となるようにヒンジ機構１３を介して支持プレート１２を回転
させ、貫通穴１８を介して係合させることにより吊り下げ狭持することが可能となる。ま
た、いずれの場合においてもレシピ３１の料理中における視認性を向上させることができ
、しかもレシピ３１をずらすことなく安定した状態で保持することが可能となる。
【００４０】
　なお、本発明を適用したレシピスタンド１では、例えば、図１０に示すように、支持プ
レート１２は、ベースプレート１１の前面側に向けてヒンジ機構１３を介して回転される
ことにより、ベースプレート１１の前面と接触させて折り畳むことが可能となる。このた
め、本発明は、保管性、収納性にも優れた構成といえる。
【００４１】
　また、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではない。図１１は、本発明を
適用した他の形態としてのレシピスタンド２の構成例を示している。このレシピスタンド
２において、上述したレシピスタンド１と同一の構成要素、部材に関しては、同一の符号
を付すことにより、以下での説明を省略する。
【００４２】
　このレシピスタンド２では、レシピスタンド１における連結棒１４が省略され、その代
替として支持プレート１２の下端から下側に向けて突出された突出部４１と、この突出部
４１、ヒンジ機構１３を介してベースプレート１１へ連結するための連結部材４２とを備
えている。またこの構成では、レール１５は、中心がこのヒンジ機構１３により固定され
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てなり、枠体１９に相当する構成は省略されている。
【００４３】
　また、ベースプレート１１と支持プレート１２が略平行状態にあるとき、連結部材４２
は、図１１(b)の側面図に示すように、下方から上方に至る過程において、背面側から前
面側に向けて配向した状態となる。即ち、この連結部材４２は、ヒンジ機構１３からベー
スプレート１１に至るまで傾斜状に配設されている。その結果、ベースプレート１１の上
端から前面側へ向けて間隔をおいてクリップ１６を配置させることが可能となり、更にベ
ースプレート１１と、クリップ１６との間に保持部３５を形成させることが可能となり、
これにレシピを保持させることが可能となる。
【００４４】
　図１２に示すように、ベースプレート１１の背面側に向けてヒンジ機構１３を介して支
持プレート１２を回転させた場合には、突出部４１に対して、ベースプレート１１の上端
１１ａを当接させることが可能となり、これがストッパーとして機能することになる。こ
れは、上述したように連結部材４２をヒンジ機構１３からベースプレート１１に至るまで
傾斜状に配設したことによるものである。
【００４５】
　上述したレシピスタンド２においても同様にレシピスダンと１と同一の効果を奏するこ
とは勿論である。
【００４６】
　なお、本発明を適用したレシピスタンド２は、あくまでレシピの代替として、本やカタ
ログ等のいかなる書籍をも保持、狭持可能であることは勿論である。即ち。このレシピス
タンド２を、構成要素を同一としながらも書籍スタンドとして適用することが可能となる
。
【００４７】
　また、上述した構成において、貫通穴１８の構成は省略するようにしてもよい。その代
替として、ベースプレート１１、支持プレート１２を展開させたままの状態で固定するた
めのいかなる固定手段を適用するようにしてもよい。この固定手段の他の例としては、ベ
ースプレート１１及び／又は支持プレート１２の背面に取り付けられた磁石で構成するよ
うにしてもよい。これにより、冷蔵庫等にこの磁石を介して取り付けることにより、これ
を強固に固定することが可能となる。
【００４８】
　特にこの磁石をベースプレート１１に取り付ける構成とすることにより、例えば図１０
に示すように折りたたんだ状態においても、冷蔵庫等に取り付ける、クリップ１６を介し
てレシピを吊下げ固定することが可能となる。これにより、コンパクトな状態で、固定す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明を適用したレシピスタンドの斜視図である。
【図２】(a)は本発明を適用したレシピスタンドの正面図を、(b)は本発明を適用したレシ
ピスタンドの側面図を、(c)は本発明を適用したレシピスタンドの平面図である。
【図３】レールとクリップの嵌合部分の断面図である。
【図４】台上に載置したレシピスタンドにレシピを保持した状態を示す斜視図である。
【図５】(a)は、台上に載置したレシピスタンドにレシピを保持した状態を示す側面図で
あり、(b)は、台上に載置したレシピスタンドを背面から視認した状態を示す図である。
【図６】クリップとして、ベースプレート側へ突出させた案内部を形成させた例を示す図
である。
【図７】レシピの他の保持例について説明するための図である。
【図８】本発明を適用したレシピスタンドについて、上から吊り下げ固定する場合を示す
斜視図である。
【図９】本発明を適用したレシピスタンドについて、上から吊り下げ固定する場合を示す
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【図１０】本発明を適用したレシピスタンドを折り畳んだ状態を示す側面図である。
【図１１】本発明を適用したレシピスタンドの他の形態について説明するための図である
。
【図１２】本発明を適用したレシピスタンドの他の形態について台上に載置する例を示す
図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　レシピスタンド
１１　ベースプレート
１２　支持プレート
１３　ヒンジ機構
１４　連結棒
１５　レール
１６　クリップ
１８　貫通穴
１９　枠体
２１、２２　筆記面
２６　押圧部
３１　レシピ
３２　台

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】



(14) JP 2010-51491 A 2010.3.11

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ４２Ｆ   9/00     (2006.01)           Ｂ４２Ｆ   9/00    　　　Ｄ          　　　　　


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

